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1 ●滋賀の国保 2021 年 9 月

国保連合会通常総会

役 名 氏 名 公 職 名

理 事 長 橋　川　　　 渉 草 津 市 長

副 理 事 長 野　瀬　   喜久男 甲 良 町 長

副理事長（兼）
常 務 理 事 桂 田　 俊 夫 学 識 経 験 者

理 事

三日月　 　大   造 滋 賀 県 知 事

佐 藤　　健 司 大 津 市 長

小 椋　 正 清 東 近 江 市 長

宮 本　　 和 宏　　　守 山 市 長

福 井　　 正 明 高 島 市 長

平 尾　　 道 雄 米 原 市 長

野 村　　 昌 弘 栗 東 市 長

伊 藤　 定 勉 豊 郷 町 長

越 智　 眞 一 医師国保組合
理 事 長

監 事
岩 永　　裕　貴 甲 賀 市 長

西 田　 秀 治 竜 王 町 長

滋賀県国民健康保険団体連合会役員名簿
任期（令和3年8月1日～令和5年7月31日）

令和3年8月1日現在

令和3年度 国保連合会通常総会

７
月
29
日
、
大
津
市
民
会
館
に
て
、
滋
賀

県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
通
常
総
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　
開
会
に
当
た
り
、橋
川
理
事
長
（
草
津
市
長
）

よ
り
「
各
々
の
自
治
体
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
接
種
な
ど
の
対

策
に
大
変
な
ご
苦
労
を
い
た
だ
い
て
い
る
が
、

国
保
連
合
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
間
、
保
険
者

や
行
政
機
関
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
支
援
を
行
っ
て

き
た
。
現
在
も
、
居
住
地
外
分
の
ワ
ク
チ
ン
接

種
費
用
の
医
療
機
関
等
へ
の
支
払
事
務
を
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
、
本
来
業

務
で
あ
る
医
療
機
関
へ
の
診
療
報
酬
の
審
査
支

払
や
保
健
事
業
支
援
を
し
っ
か
り
と
果
た
し
な

が
ら
、保
険
者
の
事
務
の
軽
減
が
図
れ
る
よ
う
、

可
能
な
限
り
支
援
を
行
っ
て
い
き
た
い
。」
と

挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　
議
事
で
は
、
令
和
２
年
度
事
業
報
告
、
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
な
ど
18
議
案
、

２
報
告
の
審
議
が
慎
重
に
行
わ
れ
、
全
議
案

が
原
案
ど
お
り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
議
案
の
ほ
か
、
第
３
期
中
期
経
営
計
画
、

令
和
６
年
度
更
改
予
定
の
国
保
総
合
シ
ス
テ

ム
の
次
期
更
改
等
に
係
る
国
庫
補
助
に
関
す

る
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
新
役
員
を
選
任
後
、
同
日
の
理

事
会
に
お
い
て
正
副
理
事
長
、
常
務
理
事

の
互
選
が
行
わ
れ
、
左
記
の
と
お
り
決
定

し
ま
し
た
。

令
和
２
年
度
事
業
報
告
、

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
可
決
・
承
認
さ
れ
る
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■
議
決
事
項

議
案
第
13
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
事
業
報
告
の
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
14
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て  

議
案
第
15
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
16
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
請
求
事
務
費
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
17
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
職
員
退
職
給
与
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
18
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
19
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
20
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
第
三
者
行
為
損
害
賠
償
金
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
21
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
22
号
　
令
和
２
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

議
案
第
23
号
　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
一
般
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
24
号
　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
三
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
25
号
　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
26
号
　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
27
号
　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
第
三
者
行
為
損
害
賠
償
金
支
払
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
28
号
　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
29
号
　
令
和
３
年
度
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
回
補
正

予
算
に
つ
い
て

議
案
第
30
号
　
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
役
員
改
選
に
つ
い
て

■
報
告
事
項

報
告
第
２
号
　
専
決
処
分
報
告

報
告
第
３
号
　
滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
財
産
目
録

と
し
て
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
新
国
保
制
度
へ
の
対
応
に
つ
き
ま
し
て
は
、

県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
国
民
健
康
保
険
市
町

連
携
会
議
」
を
は
じ
め
、
各
部
会
に
積
極
的
に

参
画
し
、
新
国
保
制
度
の
円
滑
な
運
営
を
図
り

ま
し
た
。

　
併
せ
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
の
効
率
化

の
取
り
組
み
で
は
、
広
域
連
合
主
催
の
検
討

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
画
し
、
事
務
代
行

業
務
の
受
託
拡
大
に
向
け
て
協
議
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
被
用
者
保
険
に
か
か
る
福
祉
医
療
費

の
審
査
支
払
の
取
り
扱
い
が
、
令
和
３
年
４
月

診
療
分
（
５
月
処
理
）
か
ら
支
払
基
金
へ
移
行

す
る
こ
と
に
対
し
、
円
滑
な
移
行
や
従
前
ど
お

り
の
市
町
支
援
を
継
続
実
施
す
る
た
め
、
関
係

機
関
と
の
調
整
や
シ
ス
テ
ム
の
準
備
を
行
い
ま

し
た
。

　
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
伴
う
施
策
の
実
施
に
つ
い
て
、
保
険
者
お

よ
び
行
政
機
関
か
ら
の
要
請
等
に
基
づ
き
、
診

療
報
酬
等
（
令
和
２
年
５
月
診
療
分
）
の
概
算

前
払
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急

包
括
支
援
事
業
、
さ
ら
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
対
象
者
に
発
行

す
る
接
種
券
等
の
作
成
お
よ
び
一
括
発
行
事

務
を
実
施
し
、
可
能
な
限
り
支
援
・
協
力
に

努
め
ま
し
た
。 

事
業
実
施
報
告

　
わ
が
国
の
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
制
度
創

設
か
ら
80
年
余
が
経
過
し
、
そ
の
間
、
国
民
皆

保
険
制
度
の
中
核
を
担
い
、
地
域
医
療
の
確
保

や
地
域
住
民
の
健
康
増
進
に
貢
献
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
は
被
保
険
者
の
高

齢
化
と
医
療
費
の
増
大
、
所
得
水
準
の
低
い
被

保
険
者
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、
保
険
料
（
税
）

の
負
担
率
が
高
い
と
い
う
構
造
的
な
問
題
に
直

面
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
平
成
30
年
度
に
は

都
道
府
県
が
国
民
健
康
保
険
の
財
政
責
任
を
担

い
、
市
町
村
と
と
も
に
国
民
健
康
保
険
の
運
営

を
担
う
と
い
う
改
革
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
改
革

に
お
い
て
、
県
か
ら
は
「
滋
賀
県
国
民
健
康
保

険
運
営
方
針
」
が
示
さ
れ
、「
持
続
可
能
な
国

民
健
康
保
険
の
運
営
」
を
基
本
理
念
と
し
て
、

「
県
民
が
健
康
な
暮
ら
し
を
送
れ
る
い
ざ
と
い

う
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
国
保

制
度
」
を
あ
る
べ
き
姿
と
し
、
そ
の
実
現
に
む

け
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
の
本
会
の
取
り
組
み
に
つ
き
ま

し
て
は
、①
新
た
な
中
期
経
営
計
画
（
第
３
期
）

の
策
定
・
推
進
、
②
国
保
制
度
の
改
善
強
化
と

財
政
安
定
化
対
策
の
推
進
、
③
診
療
報
酬
の
適

正
か
つ
迅
速
な
審
査
支
払
と
審
査
充
実
に
向
け

た
取
り
組
み
、
④
保
険
医
療
機
関
等
受
診
時
に

お
け
る
被
保
険
者
資
格
確
認
へ
の
対
応
（
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
稼
働
に
向
け
た

準
備
）、
⑤
保
険
者
共
同
事
業
の
充
実
お
よ
び

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
受
託
業
務

の
拡
充
、
⑥
保
険
者
等
が
行
う
保
健
事
業
に
対

す
る
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
実
施
、
⑦
介
護

保
険
給
付
費
の
適
正
な
審
査
支
払
お
よ
び
適
正

化
事
業
の
推
進
と
障
害
者
総
合
支
援
給
付
等
の

適
正
な
審
査
支
払
、
⑧
個
人
情
報
保
護
お
よ
び

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
強
化
を
重
点
目
標

公

　告

令
和
３
年
７
月
29
日
開
催
の
本
会
通

常
総
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
令
和

２
年
度
事
業
報
告
、
各
会
計
歳
入
歳

出
決
算
お
よ
び
財
産
目
録
に
つ
い
て
、

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
26
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
24
条
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

理
事
長  

橋
川
　
渉

滋賀国保236.indd   2滋賀国保236.indd   2 2021/09/14   15:562021/09/14   15:56



3 ●滋賀の国保 2021 年 9 月

国保連合会通常総会国保連合会通常総会

令和2年度滋賀県国民健康保険団体連合会会計別歳入歳出決算の概要

財産目録

会 計 区 分 予 算 現 額
歳 入 状 況 歳 出 状 況 歳 入 歳 出

差 引 残 額収 入 済 額 支 出 済 額

一 般 会 計 12,670,285,000 10,222,226,925 10,204,115,827 18,111,098

診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計

業務勘定 1,141,986,000 1,042,759,868 1,012,395,942 30,363,926

国保支払勘定 94,508,828,000 92,048,432,931 92,043,127,440 5,305,491

公費支払勘定 1,838,375,000 1,808,078,250 1,805,132,410 2,945,840

福祉支払勘定 9,353,246,000 8,104,846,311 8,098,631,372 6,214,939

出産育児一時金等支払勘定 481,246,000 443,453,278 443,409,332 43,946

抗体検査等費用支払勘定 968,118,000 228,330,227 228,330,162 65

請求事務費特別会計 167,759,000 129,887,070 129,886,850 220

職員退職給与金特別会計 12,317,000 12,250,491 12,250,491 0

介
護
保
険
事
業

関
係
業
務

特
別
会
計

業務勘定 1,272,905,000 1,148,080,038 1,138,559,211 9,520,827

介護給付費等支払勘定 105,670,237,000 103,888,193,743 103,879,166,577 9,027,166

公費支払勘定 547,750,000 536,301,913 536,263,376 38,537

障
害
者
総
合
支
援

法
関
係
業
務
等

特
別
会
計

業務勘定 113,882,000 101,159,546 94,665,075 6,494,471

障害介護給付費支払勘定 29,965,873,000 29,035,158,016 29,004,065,861 31,092,155

障害児給付費支払勘定 5,334,738,000 5,118,183,020 5,118,160,082 22,938

第三者行為損害賠償金支払特別会計 360,310,000 327,553,705 325,091,974 2,461,731

後
期
高
齢
者

医
療
事
業
関
係

業
務
特
別
会
計

業務勘定 699,699,971 699,699,971 590,207,622 109,492,349

後期支払勘定 160,562,460,000 152,280,447,913 152,275,837,846 4,610,067

後期公費支払勘定 576,398,000 535,171,536 535,102,002 69,534

特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
等

事
業
特
別
会
計

業務勘定 43,258,000 35,770,400 33,675,031 2,095,369

特定健診支払勘定 815,534,000 651,708,495 651,690,193 18,302

特定健診後期支払勘定 172,075,000 122,376,138 122,368,165 7,973

合　計 427,277,279,971 408,520,069,785 408,282,132,841 237,936,944

令和 3 年 5 月 31 日現在（単位：円）

令和 3 年３月３１日現在（単位：円）

区 分 現 在 高 備 考

　基本財産 283,500,000 土地1807.90㎡

　特定資産 2,195,122,021 減価償却引当資産等

　その他固定資産 955,282,586 建物・什器備品等

　合　　　　　計 3,433,904,607

と
し
て
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
新
国
保
制
度
へ
の
対
応
に
つ
き
ま
し
て
は
、

県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
国
民
健
康
保
険
市
町

連
携
会
議
」
を
は
じ
め
、
各
部
会
に
積
極
的
に

参
画
し
、
新
国
保
制
度
の
円
滑
な
運
営
を
図
り

ま
し
た
。

　
併
せ
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
の
効
率
化

の
取
り
組
み
で
は
、
広
域
連
合
主
催
の
検
討

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
画
し
、
事
務
代
行

業
務
の
受
託
拡
大
に
向
け
て
協
議
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
被
用
者
保
険
に
か
か
る
福
祉
医
療
費

の
審
査
支
払
の
取
り
扱
い
が
、
令
和
３
年
４
月

診
療
分
（
５
月
処
理
）
か
ら
支
払
基
金
へ
移
行

す
る
こ
と
に
対
し
、
円
滑
な
移
行
や
従
前
ど
お

り
の
市
町
支
援
を
継
続
実
施
す
る
た
め
、
関
係

機
関
と
の
調
整
や
シ
ス
テ
ム
の
準
備
を
行
い
ま

し
た
。

　
さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
伴
う
施
策
の
実
施
に
つ
い
て
、
保
険
者
お

よ
び
行
政
機
関
か
ら
の
要
請
等
に
基
づ
き
、
診

療
報
酬
等
（
令
和
２
年
５
月
診
療
分
）
の
概
算

前
払
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急

包
括
支
援
事
業
、
さ
ら
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
対
象
者
に
発
行

す
る
接
種
券
等
の
作
成
お
よ
び
一
括
発
行
事

務
を
実
施
し
、
可
能
な
限
り
支
援
・
協
力
に

努
め
ま
し
た
。 
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